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川越市新宿町一丁目広場の管理に関する協定書（案） 

 川越市（以下「甲」という。）と●●●●（以下「乙」という。）とは、令和●年●月●日付け●●

第●●号による指定管理者の指定に基づく管理運営について、川越市新宿町一丁目広場条例（令和７

年条例第３４号。以下「条例」という。）第１４条第２項の規定により、次のとおり協定を締結する。 

第１章 総則 

 （本協定の趣旨） 

第１条 本協定は、川越市新宿町一丁目広場（以下「広場」という。）の管理に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 （信義誠実の原則） 

第２条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、この協定に定める事項を誠実に履行しなければな

らない。 

 （指定の期間） 

第３条 指定の期間は、令和８年７月１日から令和１３年３月３１日までとする。 

２ 乙は、前項の期間の始期までに本施設の利用に支障がないように、必要な準備を行うものとす

る。 

第２章 管理運営の範囲及び実施条件 

 （管理運営の範囲等） 

第４条 条例第１２条の規定に基づき乙が実施する管理運営の範囲は、次のとおりとする。 

⑴ 行為の許可に関する業務 

⑵ 使用料の収受に関する業務 

⑶ 広場の維持管理に関する業務 

⑷ その他甲が必要と認める業務 

２ 管理運営の細目及び乙が管理運営を実施するに当たり満たすべき条件又は水準は、川越市新宿町

一丁目広場指定管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。 

 （自主事業の実施） 

第５条 乙は、仕様書に定めるところにより、広場の設置目的に合致し、かつ、管理運営の実施を妨

げない範囲において、自らの責任及び費用負担により自主事業を実施できるものとする。 

 （近隣対策） 
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第６条 乙は、本業務を遂行するに当たり、自己の責任及び費用において、本業務の遂行のために合

理的に要求される範囲で騒音や利用者等による迷惑行為に関し近隣対策を実施するものとする。 

 （管理運営の範囲等の変更） 

第７条 甲又は乙は、必要と認める場合は、書面による通知をもって第４条第１項に規定する管理運

営の範囲及び同条第２項に規定する管理運営の細目、実施条件等（以下「管理運営の範囲等」とい

う。）の変更を相手方に求めることができる。 

２ 甲又は乙は、前項の通知を受けたときは、協議に応じなければならない。 

３ 管理運営の範囲等の変更については、前項の協議において決定するものとする。 

４ 前項の規定による変更に伴う指定管理料の変更は、甲と乙が協議の上決定するものとする。 

第３章 管理運営の実施 

 （管理運営の実施） 

第８条 乙は、この協定、条例、関係法令等のほか、川越市新宿町一丁目広場指定管理者募集要項、

仕様書、指定管理者の指定の申請において乙が提出した事業計画書及び第２１条第１項に規定する

事業計画書に従い、並びに甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、善良なる管理者の注意をも

って管理運営を実施し、広場を常に良好な状態に管理しなければならない。 

２ この協定、仕様書及び前項に規定するそれぞれの事業計画書の間に矛盾があるときは、この協

定、仕様書、指定管理者の指定の申請において乙が提出した事業計画書、第２１条第１項に規定す

る事業計画書の順に、その解釈が優先するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１項に規定する事業計画書において仕様書を上回る水準が提案され

ているときは、当該水準によるものとする。 

 （管理運営の開始の準備） 

第９条 乙は、指定の期間の開始の日に先立ち、管理運営の実施に必要な人材を確保し、必要な研修

等を行わなければならない。 

２ 乙は、管理運営を実施するために許認可が必要な場合は、乙の責任においてそれを取得しなけれ

ばならない。 

３ 乙は、前項までの規定のほか管理運営の開始に必要な準備を行うものとする。 

４ 指定期間日に先立ち、乙が自らの責任において行う本業務の準備に係る費用は、乙の負担とす

る。 

 （統括責任者の設置） 
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第１０条 乙は、広場の管理運営に関する統括責任者を置き、その者の氏名、住所その他甲が求める

事項を甲に報告しなければならない。報告した事項を変更したときも、同様とする。 

 （職員等に対する指導） 

第１１条 乙は、乙の職員その他乙の指揮命令下にある者が管理運営の実施に関し広場の利用者等か

ら利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。 

 （管理に関する基本的事項） 

第１２条 乙が行う広場の管理に関する基本的事項は、次のとおりとする。 

⑴ 次のいずれかに該当するときは、あらかじめ甲の承認を受けること。 

ア 臨時に広場の利用を禁止し、又は制限する必要があるとき。 

イ 開場時間を変更する必要があるとき。 

⑵ 次のいずれかに該当するときは、速やかにその内容を甲に報告すること。 

ア 条例第８条第１項各号に基づき、行為許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は広

場の利用の中止若しくは広場からの退去を命じたとき。 

イ 施設、設備及び物品を滅失し、又は施設、設備及び物品の重要な箇所をき損したとき。 

ウ 災害、事故その他不測の事態が生じたとき。 

⑶ 開場時間を利用者にわかりやすい方法で案内すること。 

⑷ 施設及び設備の保守点検を定期的に行い、その記録を作成すること。 

⑸ 施設、設備及び物品の維持管理を適切に行い、修繕の必要が生じたときは、１件（合理的な理

由のある工事単位）につき３０万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上のものについては甲

が自己の費用及び責任において実施するものとし、１件につき３０万円（消費税及び地方消費税

を含む。）未満のものについては乙が自己の費用及び責任において実施するものとする。 

⑹ 乙が前項に規定する管理施設の修繕を行う際は、緊急の場合を除き、あらかじめ甲の了承を得

るものとする 

⑺ 管理運営に係る会計処理を他の事業から区分して経理すること。 

⑻ 管理運営に係る会計書類を当該会計年度の終了後５年間保存すること。 

⑼ 管理運営を通じて取得した個人に関する情報を第１８条に定めるところにより適正に取り扱う

こと。 

 （施設、設備及び物品の使用等） 

第１３条 乙は、管理運営の実施に当たり、甲の所有に属する広場の施設、設備及び物品を使用する

ことができる。 
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２ 乙は、甲の承認を得て什器・備品を設置することができる。 

３ 乙は、甲の備品台帳に準じた帳簿を作成し、適切に管理するものとする。 

４ 乙は、広場の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは

収益を目的とする権利を設定してはならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

 （行為許可） 

第１４条 乙は、条例、川越市新宿町一丁目広場条例施行規則（令和７年規則第●号。以下「規則」

という。）及び市長が別に定める行為許可に係る規定（以下「行為許可関係規定」という。）のほ

か、川越市行政手続条例（平成９年条例第３号）、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）

等に従い、行為許可に関する業務を行うものとする。 

２ 乙は、許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為許可をしてはならな

い。 

⑴ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。 

⑵ 施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。 

⑶ 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。 

⑷ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益になると認められるとき。 

⑸ 衛生上支障があるとき。 

⑹ 広場の設置の目的に反すると認められるとき。 

⑺ その他管理上支障があると認められるとき。 

３ 乙は、前項各号に掲げる事項及び条例その他行為許可関係規定に基づき、許可の基準を定め、こ

れを行為許可申請の提出先としている事務所（以下この条において「事務所」という。）における

備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 

４ 乙は、行為許可申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき

標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、事務所における備付けその他の

適当な方法により公にしておかなければならない。 

５ 乙は、条例第８条の規定による行為許可の取消しその他の不利益処分（以下「不利益処分」とい

う。）をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所における備付けその他の適当な

方法により公にしておくよう努めなければならない。 

 （行為許可の取消し等） 
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第１５条 乙は、不利益処分をするときは、川越市行政手続条例第１２条から第２６条までの規定の

適用があることに留意するとともに、同条例第１３条第１項第 1 号の聴聞を行うときは、同条例

第１９条第１項の規定に基づき甲の職員を主宰者として指名し、川越市聴聞規則（平成６年規則第

３８号）に定めるところにより行うものとする。 

２ 乙は、不利益処分をするときは、当該不利益処分の相手方に対し、次に掲げる教示を行うものと

する。 

⑴ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の４第１項に定める審査請求に関する教示 

⑵ 行政事件訴訟法第４６条第１項に定める取消訴訟に関する教示 

 （第三者による実施） 

第１６条 乙は、管理運営の実施に当たり、その全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負

わせてはならない。 

２ 乙は、管理運営の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。 

３ 乙が管理運営の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、事前に甲の承認を得たうえ

で、全て乙の責任及び費用負担により行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由により生じ

た損害及び費用の増加は、全て乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び費用の増加とみなし

て、乙が負担するものとする。 

４ 第２項の場合において、乙は、第三者との間で締結した契約書の写しその他必要な資料を甲に提

出しなければならない。 

 （環境への配慮） 

第１７条 乙は、管理運営の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意するものとする。 

⑴ 電気、水等の使用量の削減に向けた取組を進め、省エネルギーの徹底及び二酸化炭素等温室効

果ガスの排出の抑制に努めるとともに、廃棄物の発生の抑制、リサイクルの推進及び適正な処理

を図ること。 

⑵ 甲が策定する環境に関する計画に基づき、環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めるこ

と。 

⑶ 甲が実施する省エネルギーの推進運動に協力すること。 

 （情報の適正管理） 

第１８条 乙は、管理運営を通じて取得する個人に関する情報の取扱いに当たり、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）、川越市個人情報保護に関する法律施行条例（令和４年条

例第２１号）、川越市個人情報保護に関する法律施行細則（令和５年規則第６号）及び別記の個人
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情報取扱特記事項を厳守し、管理運営の実施に関し知り得た個人情報の漏えい、滅失、き損等の防

止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、管理運営に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は管理運営の実施以外の目的に使用しては

ならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。 

３ 乙は、第１６条第２項の規定に基づき、管理運営の一部を第三者に委託し、又は請け負わせると

きは、当該第三者に対し、前項の規定に相当する義務を負わせなければならない。 

４ 乙は、管理運営に係る情報の公開及び提供について、適正に実施するよう努めなければならな

い。 

 （文書等の管理及び保存） 

第１９条 乙は、次の事項を遵守し、文書等（管理運営の実施に当たり作成し、又は取得した文書、

地図、図面、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録をいう。）をいう。以下同じ。）を適正に管理し、及び

保存しなければならない。 

⑴ 文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、管理運営の性質、内容等に基づく文書等の管理

基準を定めること。 

⑵ 利用の頻度、保管場所のスペース、消滅時効等を勘案し、甲と協議の上、文書等の保存期間を

定めること。 

⑶ 文書等の保存期間が満了したときは、甲と協議の上、当該文書等の廃棄を決定すること。この

場合において、乙は、破砕、溶解その他甲の認める方法により当該文書等を廃棄すること。 

⑷ 指定の期間が満了したときは、文書等のうち保存期間が終了していないもの及び甲の指示した

ものを速やかに甲又は甲が指定するものに引き継ぐこと。ただし、甲が特に認めたときは、この

限りでない。 

 （文書等の提出） 

第２０条 甲は、乙に対し文書等の提出を求めることができる。 

２ 乙は、前項の規定により甲から文書等の提出を求められたときは、速やかに応ずるものとする。 

第４章 管理運営の実施状況の確認等 

 （事業計画書等） 

第２１条 乙は、管理運営を実施するに当たり、甲の指定する期日までに、次に掲げる事項を記載し

た翌会計年度における事業計画書を甲に提出するものとする。 

⑴ 広場の基本的な運営方針 
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⑵ 管理執行体制 

⑶ 維持管理業務に係る事業計画 

⑷ 運営業務に係る事業計画及び利用見込み 

⑸ 指定管理業務に係る収支計画 

⑹ 自主事業に係る事業計画及び収支計画 

⑺ その他甲が必要と認める事項 

２ 甲は、前項の規定により乙が提出した事業計画書を変更する必要があると認めるときは、乙に対

し、その変更を指示することができる。 

３ 乙は、事業計画書を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 

 （定期報告書） 

第２２条 乙は、毎月１０日までに、前月の利用状況、使用料収入、提案事業・自主事業実施状況、

意見・苦情及びその対応の結果等を記載した月例業務報告書を甲に提出しなければならない。 

 （事業報告書） 

第２３条 乙は、当該事業年度の翌年度の５月末までに、地方自治法第２４４条の２第７項に規定す

る事業報告書を甲に提出しなければならない。 

２ 乙は、指定の期間の途中において指定管理者の指定が取り消されたときは、当該取り消された日

から起算して３０日以内に、当該取り消された日までの間の事業報告書を甲に提出しなければなら

ない。 

３ 甲は、必要があると認めるときは、提出された事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、乙に対し報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。 

４ 乙は、乙の各事業年度の決算が確定した後、速やかに法人の決算書及び関係書類を甲に提出しな

ければならない。 

５ 乙は、指定の期間中、各事業年度の最終日から３ヶ月以内に、法人税、法人都道府県民税、法人

市町村民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書を甲に提出しなければならない。 

 （自己評価報告書） 

第２４条 乙は、効果的かつ効率的な管理運営及びサービスの向上の観点から、広場の管理及び運営

について自己評価を実施し、その結果等を記載した自己評価報告書を前条の事業報告書とともに甲

に提出しなければならない。 

 （モニタリングの実施） 
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第２５条 甲は、指定期間中に乙の実施する管理運営その他広場における良好な管理及びサービスの

質を維持するため必要な事項について定期に又は必要に応じて臨時にモニタリングを実施し、又は

乙に実施を指示することができる。 

 （第三者モニタリングの実施） 

第２６条 乙は、甲が行う第三者評価機関等による第三者モニタリングに協力しなければならない。 

 （報告の徴取等） 

第２７条 甲は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定に基づき、乙に対し、管理運営又はその

経理の状況に関し、定期に又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることがで

きる。 

２ 乙は、川越市の監査委員又は外部監査人による監査、川越市オンブズマンによる調査等につい

て、積極的に協力しなければならない。 

第５章 指定管理料及び使用料等 

 （指定管理料の支払い等） 

第２８条 甲は、管理業務に要する経費（以下「指定管理料」という。）を乙に支払うものとする。 

２ 指定期間の指定管理料の額は、金●●●，●●●，●●●円（消費税及び地方消費税の額○○，

○○○，○○○円を含む。）とする。 

３ 前項に定める指定管理料の年度ごとの支払額は次のとおりとする。 

  令和 ８年度   ●●，●●●，●●●円 

  令和 ９年度   ●●，●●●，●●●円 

  令和１０年度   ●●，●●●，●●●円 

  令和１１年度   ●●，●●●，●●●円 

  令和１２年度   ●●，●●●，●●●円 

４ 甲は、各会計年度において、当該年度の総額の４分の１ずつを四半期ごとに支払う。ただし、令

和８年度については総額の３分の１ずつを四半期ごとに支払う。 

５ 前項の規定による四半期ごとの支払月は７月、１０月、１月、４月とする。ただし、令和８年度

については１０月、１月、４月とする。 

６ 乙は、第４項の規定による支払を求める場合は、請求書を甲に提出するものとする。 

７ 甲は、前項の請求があった場合は、その日から起算して３０日以内に乙に支払うものとする。 

８ 乙は、やむを得ず第４項又は第５項の規定によらずに指定管理料を請求するときは、事前に甲と

協議し、承認を得たうえで請求を行うこと。 
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９ 管理業務の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

１０ 甲は、乙が本業務を実施する中で、乙の経営努力により生み出された剰余金については、原則

として精算による返還を求めない。ただし、甲が乙に支払う指定管理料のうち、修繕費について

は、年度終了後速やかに精算するものとし、精算残金が生じたときは、乙は、甲の指定する方法に

より甲に返還するものとする。また、経費の不足が生じた場合、甲は原則として補填は行わない。 

 （指定管理料の変更） 

第２９条 甲及び乙は、当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対し

て指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 変更の要否及び変更金額等は、前項の協議により決定するものとする。 

 （指定管理者の収入） 

第３０条 乙の収入は、指定管理料、提案事業に伴う収入（以下「提案事業収入」という。）及びそ

の他の収入とする。 

２ 乙は、指定管理料、提案事業収入及びその他の収入の各経費について、必要な帳簿を作成し、他

の経費と混同することのないよう、適正に管理するものとする。 

（使用料の取扱い） 

第３１条 甲は、使用料の徴収について、地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１５８条第

１項に基づき、別に締結する委託契約によるものとする。 

第６章 損害賠償及び不可抗力 

 （損害賠償等） 

第３２条 乙は、管理運営の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、指定管理者の指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた場合におい

て、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。 

 （第三者への賠償） 

第３３条 乙は、乙が行う本施設の管理に瑕疵があったとき、又は管理運営の実施に当たり乙の行為

が原因で利用者その他の第三者に損害が生じたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

２ 前項の場合において、乙の行為又は管理により生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場

合を除き、乙が負担するものとする。 
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３ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に

対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 

 （保険契約等） 

第３４条 本業務の実施に当たり、甲は火災保険を付保しなければならない。 

２ 乙は、管理運営を開始するときまでに、自己の責めに帰すべき事由により次に掲げる事項が発生

したときに補償される保険に加入するものとし、指定の期間中、当該保険に引き続き加入しなけれ

ばならない。 

⑴ 広場の使用、管理又は業務の遂行に伴い発生した事故により、第三者の身体障害又は財物の損

壊が発生したとき。 

⑵ 対人事故が発生し、法律上の賠償責任の範囲を超えて見舞金等の名目で支払いの必要が生じた

とき。 

⑶ 広場の全部又は一部が火災、破裂、爆発等により損壊したとき。 

⑷ 甲の所有に属する什器・備品について損壊、紛失又は盗取がされたとき。 

⑸ 食中毒や異物混入による病気の発生又は乙の商品販売その他の管理運営に起因して発生した事

故により、第三者の身体障害又は財物の損壊が発生したとき。 

⑹ 個人情報の漏えいに起因して、損害の賠償に対応する必要が生じたとき。 

⑺ 一時的に広場内で保管中の物品等について損壊、紛失又は盗取がされたとき。 

⑻ 広場内で保管中の業務用現金、小切手等が火災又は盗取により損害を受けたとき。 

３ 乙は、前項各号に掲げる事項のほか、自らが負担すべきリスクに適切に対応することができるよ

う保険に加入するものとする。 

４ 乙は、前項の規定に基づく保険契約の締結後速やかに、保険証券その他保険の内容を明らかにす

る書面を甲に提出しなければならない。保険契約を更新し、又は変更したときも、同様とする。 

 （不可抗力発生時の対応） 

第３５条 天災（地震、落雷、暴風雨、異常降雨、洪水、土砂崩壊及び疫病等をいう。以下同じ。）、

人災（戦争、テロ及び暴動等をいう。以下同じ。）、法令の変更その他甲及び乙の責めに帰すること

ができない事由（以下「不可抗力」という。）が発生したときは、乙は、当該事由の影響を早期に

除去するための必要な措置を速やかに講じ、当該事由により発生する損害、損失及び費用の増加を

最小限にするよう努めなければならない。 

 （不可抗力によって発生した費用等の負担） 
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第３６条 不可抗力の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合は、乙は、その内容や程度

の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。 

２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で、甲と乙において協議を行

い、不可抗力の程度の判定や費用負担等を決定するものとする。 

３ 不可抗力の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認

められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が付保した保険により填補された金額相当分に

ついては、甲の負担に含まないものとする。 

４ 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が

負担するものとする。 

 （不可抗力による供用の休止） 

第３７条 甲は、不可抗力の発生により広場の全部又は一部を利用に供することができないと認める

ときは、その旨を乙に通知し、当該広場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

２ 乙は、不可抗力の発生により広場の全部又は一部を利用に供することができないと認めたとき

は、甲の承認を得て、当該広場の全部又は一部の供用を休止することができる。 

３ 前２項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲と乙が協議の上決定する

ものとする。 

第７章 指定の期間の満了 

 （管理運営の引継ぎ） 

第３８条 乙は、指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は指定管理者の指定を取り消されたと

きは、広場の管理運営が適切かつ円滑に実施されるよう、後任の指定管理者その他管理運営を引き

継ぐものに対し、管理運営の引継ぎをしなければならない。 

２ 甲は、必要と認めるときは、指定の期間の満了に先立ち、乙に対し甲又は甲が指定するものによ

る広場の視察を申し出ることができる。 

３ 乙は、前項の規定による申出があったときは、合理的な理由がある場合を除き、当該申出に応じ

なければならない。 

４ 前３項及び仕様書に定めるもののほか、引継ぎの方法その他管理運営の引継ぎに関し必要な事項

は、甲、乙協議して決定するものとする。 

 （原状回復） 

第３９条 乙は、指定管理者の指定の期間が満了するまでに、又は指定管理者の指定を取り消された

ときは、速やかに、広場の施設、設備及び物品を原状に回復しなければならない。ただし、甲乙協
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議の上、両者が合意した場合は、乙の所有に属する内装・設備、備品等を甲又は甲が指定するもの

に引き継ぐことができるものとする。 

２ 乙は、管理運営の実施に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失

し、又はき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たとき

は、この限りでない。 

３ 甲は、乙が正当な理由がなく前２項に規定する義務を怠ったときは、乙に代わって原状に回復す

るための適当な措置を講じることができる。この場合において、乙は、甲の措置に要した費用を負

担しなければならない。 

 （施設等の引渡し） 

第４０条 乙は、指定管理者の指定の期間が満了し指定管理者として管理を行わなくなったとき、又

は指定管理者の指定を取り消されたときは、甲の指定する期日までに、前条第１項に定めるところ

により引き渡さなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 

第８章 指定の取消等 

 （管理運営の継続が困難となった場合の措置） 

第４１条 乙は、管理運営の継続が困難となったとき、又はそのおそれが生じたときは、速やかにそ

の旨を甲に申し出なければならない。 

２ 甲は、前項の申出が乙の責めに帰すべき事由によると認めるときは、乙に対し改善のための勧告

を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。 

３ 不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由により管理運営の継続が困難となっ

たとき、又はそのおそれが生じたときは、甲及び乙は、管理運営の継続の可否等について協議する

ものとする。 

 （指定の取消し等） 

第４２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期

間を定めて管理運営の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

⑴ 乙が第１０条及び第１２条、第２２条から第２４条までの規定による報告書を提出せず、第２

７条の規定による報告の求め若しくは調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げ

たとき。 

⑵ 乙が関係法令、条例、規則又はこの協定の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく甲の指示

に従わないとき。 
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⑶ 乙が前条第２項の規定による改善のための勧告に対し、甲が定める期間内に改善することがで

きなかったとき。 

⑷ 乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（第１６７条の１１第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により甲における一般競争入札等の参加を制限されている

法人その他の団体 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている法人その他の団

体 

ウ 甲から指名停止措置を受けている法人その他の団体 

エ 納付すべき税金を滞納している法人その他の団体 

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなく

なった日から５年を経過しない者の統制の下にある法人その他の団体 

カ 代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加している者を、

その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。）が暴力団の構成

員等である法人その他団体 

キ 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしている法人そ

の他の団体 

⑸ 乙の経営状況の悪化等により管理運営を継続することが不可能又は著しく困難であると認めら

れるとき。 

⑹ 乙に組織的な違法行為があったときその他乙に管理運営を実施させることが社会通念上著しく

不適当と認めるとき。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか乙に管理運営を実施させることが適当でないと認められるとき。 

２ 甲は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において、乙に損害若しくは損失又は費用の増加が生じたときは、その

責めを負わない。 

３ 乙は、第１項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて管理運営の全部若しくは

一部の停止を命じられたときは、甲の請求により指定管理料の全部又は一部を返還しなければなら

ない。 
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第９章 その他 

 （地位の承継等の禁止） 

第４３条 乙は、指定管理者の地位を第三者に承継させ、譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分

をしてはならない。 

 （地元中小企業者等への配慮） 

第４４条 乙は、管理運営の実施に当たり、地元中小企業者の受注機会の増大と地元中小企業者に配

慮した物品等の調達及び市内在住者の雇用に努めなければならない。 

 （避難場所等の運営への協力） 

第４５条 乙は、災害等が発生した、又は発生するおそれがある場合に、広場を川越市地域防災計画

における指定緊急避難場所として円滑に使用することができるよう、仕様書に定めるところにより

迅速な避難場所の開放及び市の円滑な活動の支援を行うこと。また、この場合における費用負担は

甲乙協議の上、定める。 

 （協定の変更） 

第４６条 この協定の締結後、法令の改廃、不可抗力その他特別な事情が生じたときは、甲、乙協議

の上、この協定を変更することができる。 

 （疑義等の解決） 

第４７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲、乙誠

意をもって協議の上、解決に当たるものとする。 
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 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。 

 令和 年 月 日 

川越市元町一丁目３番地１ 

甲   川越市 

川越市長 森 田 初 恵 

 

事業者住所 

乙   事業者名 

代表者職氏名 


